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木造住宅耐震診断・耐震化促進支援事業補助金 

～申し込みの手引き～ 

【共通事項】 

１ 補助対象となる住宅 

■次のすべての条件を満たす住宅が補助対象です 

① 町内にある木造住宅で，地階を除く階数が２以下のもの 

② 現に居住の用に供している一戸建て住宅または店舗併用住宅 

※店舗併用住宅は，居住部分の面積が延べ面積の 1/2以上であるものに限ります。 

③ 昭和５６年５月３１日以前に建築に着手したもの 

※昭和５６年６月１日以降に増改築等を行っている場合は，その状況によっては補助対象に

ならない場合がありますので，増改築等の履歴を十分に把握してください。 

④ 在来軸組工法または伝統工法（主要な柱の径が 14cm 以上）で建てられたもの 

※ツーバイフォー工法，プレハブ住宅及び軽量鉄骨住宅は対象外です。 

⑤ 売却を目的とするものでないこと 

２ 申し込み資格者 

■次のすべてを満たす人が申請できます 

①補助対象住宅の所有者又は居住者 

②町税などを滞納していない人 

※「町税など」とは，住民税，固定資産税，軽自動車税，国民健康保険税，後期高齢者医療

保険料及び介護保険料をいい，その延滞金を含みます。 

※申し込みのあった人の納税の状況について，申請者同意のうえ町が調査を行います。 

３ 申し込みについて 

■申し込み受付期間 

令和８年４月１日（水）～令和８年１２月１１日（金） 

※申し込みは先着順に受け付けますので，ご了承ください。 

※予算に限りがありますので，受付期間内であっても申し込み多数の場合は早期に終了する

ことがあります。申請が可能か否かは，あらかじめご確認ください。 

■申し込みの方法 

まちデザイン課建築営繕室で配布する申請書に添付書類を添えて，まちデザイン課建築営繕室

の窓口に提出してください。 

※申請書一式は，町のホームページから PC 等により編集可能なデータ（Microsoft Word

文書）でダウンロードできます。 

【町ホームページ（http://www.town.kaita.lg.jp/）のアクセス方法】 

トップページ上部より⇒「くらしの情報」⇒「住まい・道路・交通」⇒「住宅支援」⇒「木

造住宅耐震診断・耐震化促進支援の申込募集について」の順にリンクをクリック 

４ 申し込みにあたっての注意事項 

① 町から交付決定を受ける前に契約・着手している耐震診断・耐震化は受け付けできません。 

② 他の制度による補助金や給付を受けて行う診断・工事は対象外となることがあります。 

③ 耐震改修補助金の申し込みにあたっては，あらかじめ建築士による耐震診断が必要ですが，
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町の耐震診断補助制度を利用して実施した耐震診断以外でも申し込みできます。 

④ 建築士事務所や建築業者等に申し込み手続きを委任する場合は，申し込みの際に委任状を提

出してください。（委任状の様式は問いません。） 

 

【耐震診断について】 

１ 補助対象となる耐震診断 

■次の条件をすべて満たす耐震診断について受け付けます 

① 町の登録を受けた「木造住宅耐震診断資格者」に依頼して行うもの 

※「木造住宅耐震診断資格者」については，下記「４」をご確認ください。 

② 町から補助金の交付決定を受けた後に実施するもの 

※交付決定の前にすでに着手している耐震診断については受け付けできません。 

③ 令和９年 2 月 2６日（金）までに完了し，町に実績報告ができるもの 

※期限を過ぎても完了しない場合は，補助金の交付決定が取り消される場合があります。 

④ 社会資本整備総合交付金交付要綱に適合して行われるもの 

２ 次の金額を補助します 

耐震診断に要する費用の 1/2 まで（上限額 ６万円） 

※金額に千円未満の端数がある場合は切り捨ててください。 

例）耐震診断の費用が 15 万円の場合 

150,000円×１／２＝75,000 円＞60,000 円（上限額）となるため 

補助金の申請額は 6 万円となります。 

３ 申請書類と添付書類 

① 補助金交付申請書（様式第６号） 

※記載例を参考に記入してください。 

② 登記事項証明書 

※登記事項証明書は法務局や安芸区役所で取得することができます。（手数料が必要です。） 

※建物が未登記の場合は，登記事項証明書の交付を受けられないことがあります。この場合，

対象住宅の所有者を証明する書類を添付してください。 

③ 建築確認通知書の写し 

※建築確認通知書を紛失している場合は，申請住宅の建築年月日を証明するもの（検査済証

や納税証明書の写しなど）を添付してください。 

④ 耐震診断に要する費用の見積書の写し 

※診断を依頼する建築士事務所または建築業者が発行したもの（社印が捺印してあるものに

限ります。）の写しを添付してください。 

⑤ その他必要な書類 

４ 木造住宅耐震診断資格者について 

令和８年４月１日現在，次の 15 名の建築士が登録しています。 
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木 造 住 宅 耐 震 診 断 資 格 者 

 

 

【登録要件】①地方公共団体または(財)日本建築防災協会等の主催する木造耐震診断講習会を受講した者，②地方公共団体または(財)日本建築防災協会等の

主催する鉄筋コンクリート造，鉄骨鉄筋コンクリートまたは鉄骨造に関する耐震診断基準，耐震改修設計指針等の講習会を受講した者③(社)広島県建築士事

務所協会の耐震診断等評価委員会またはこれと同等であると町長が認めた耐震診断評価機関において，適切である旨の耐震診断評価を受けた実績がある者 
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【耐震改修・耐震シェルター・建替え・除却について】 

１ 補助対象となる耐震化工事 

■次の条件をすべて満たす工事について受け付けます 

① 建築士が設計し，かつ，工事監理を行う工事 

※設計を行う建築士と工事監理を行う建築士は，同一でなくても構いません。 

② 町から補助金の交付決定を受けた後に着手する工事 

※交付決定の前にすでに着手している耐震化工事については受け付けできません。 

③ 令和９年 2 月 2６日（金）までに完了し，町に実績報告ができる工事 

④ 耐震診断の結果，構造評点が 1.0 未満の住宅でア～カに当てはまるもの 

※エ～カについては，簡易耐震診断により地震に対する安全性が低いと評価されたものでも

対象とすることができます。 

ア. [一般改修]建物全体の構造評点を 0.3 以上向上し，かつ，1.0 以上とする工事 

イ. [段階的改修]2 段階の工事に分けて耐震改修を行うもので，1 段階目で建物全体の構造 

評点を 0.7 以上とし，かつ，2 段階目で 1.0 以上とする工事 

   ウ. [耐震シェルター]建物の 1 階部分（避難できる外部に面した寝室等）に耐震シェルター 

（東京都「安価で信頼できる耐震改修工法・装置」の装置等部門で部屋の一部を安全に 

するシェルターとして掲載されたもの）を設置する工事 

   エ. [除却（解体）工事]補助対象住宅を取り壊す工事 

   オ. [現地建替え工事]除却工事後，同一の敷地に，新たに住宅を建築する工事 

   カ. [非現地建替え工事]除却工事後，別の敷地に，新たに住宅を建築する工事 

⑤ 社会資本整備総合交付金交付要綱に適合して行われるもの 

    ※建替え工事の場合，建替え後の住宅が省エネ基準に適合することが要件となります。 

２ 次の金額を補助します 

工事名 補助対象 区域要件 補助率 限度額 

一般改修 
耐震改修工事に要

する費用 

居住誘導区域内 
80％ 

115 万円  

居住誘導区域外 69 万円  

段階的

改修 

1 段階目 
耐震改修工事に要

する費用 

居住誘導区域内 
80％ 

69 万円  

居住誘導区域外 46 万円  

2 段階目 
耐震改修工事に要

する費用 

居住誘導区域内 
80％ 

115 万円＊  

居住誘導区域外 69 万円＊  

耐震シェルター 
耐震シェルター設

置に要する費用 
なし 23％ 23 万円  

現地建替え 
現地建替えに要す

る費用（解体・新築） 
居住誘導区域内 80％ 115 万円  

非現地建替え 
除却（解体）に要す

る費用 

建替え後の敷地が居

住誘導区域内 
23％ 97.8 万円  

除却（解体） 
除却（解体）に要す

る費用 

町内の耐震性のある

住宅に住替えること 
23％ 97.8 万円  

＊限度額 115 万円（居住誘導区域外は 69 万円）から 1 段階目の補助額を控除した額とします。 

 例①）一般改修工事費（居住誘導区域内）が 200 万円の場合 

2,000,000円×80％≒1,600,000円(千円未満切捨)＞ 1,150,000 円（上限額）と 

なり補助金の申請額は 115 万円となります。 

例②）除却（解体）工事費が 200 万円の場合 

2,000,000円×23％≒460,000 円(千円未満切捨)＜ 978,000円（上限額）となり 
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補助金の申請額は 46 万円となります。 

３ 申請書類と添付書類 

① 補助金交付申請書（様式第１号） 

※記載例を参考に記入してください。 

② 個人情報目的外利用同意書（様式第 2 号） 

※町が申請者の町税等の納税状況の調査を行うため必要となります。なお，提出されない場

合は，町税等の納付証明書及び住民票の提出を求めます。 

③ 耐震改修計画書（様式第 3 号） 

※耐震改修工事の場合提出してください。建替え，除却工事の場合は不要です。 

※記載例を参考に記入してください。 

※専門的な知識が伴いますので，耐震診断や耐震改修設計を依頼した建築士のアドバイスを

受けて記載してください。 

④ 所有者同意書（様式第 4 号） 

※申請者が所有者でない場合提出してください。申請者が所有者の場合は不要です。 

⑤ 所有者及び建築時期が確認できる書類（登記事項証明書及び建築確認通知書の写し） 

※登記事項証明書は法務局や安芸区役所で取得することができます。（手数料が必要です。） 

※建築確認通知書を紛失している場合は，申請住宅の建築年月日を証明するもの（検査済証

や納税証明書の写しなど）を添付してください。 

⑥ 工事費見積書 

※工事を依頼する建築業者が発行したものの写し（社印が捺印してあるものに限る）。 

⑦ 現況の建物写真 

※外観全体を２～３方向から，内観の各部屋を撮影した写真を添付してください。 

⑧ 工事計画書 

※付近見取図，配置図，平面図，各伏図等補助対象の工事内容がわかる図面で建築士が作成

したものに限ります。 

⑨ 耐震診断結果報告書の写し 

※建築士が作成したものに限ります。 

※現地建替え工事，非現地建替え工事，除却工事の場合，簡易耐震診断結果の写しでも可。 

⑩ 誓約書（県様式） 

※売却を目的としたものでないこと，工事完了後も県内居住すること及び除却の場合地震に

対して安全な構造である住宅へ転居することの誓約書。 

⑪ アンケート（県様式） 

※支援制度に関するアンケート。 

⑫ その他必要な書類 

※①～⑪までの書類により補助金の交付について判断しかねる場合には，書類の追加提出を

お願いする場合があります。 

 

 

⇒その他不明な点につきましては，次の窓口までお問い合わせください。 

 〒736-8601 広島県安芸郡海田町南昭和町 14-17 海田町建設部まちデザイン課建築営繕室 

 TEL 082-823-3157 ／ FAX 082-823-9203 
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海田町役場
(建築営繕室)

木造住宅耐震診断資格者
(町の登録を受けた建築士)

・耐震診断の可否を確認

交付申請書の提出

交付決定通知書の受理

請書の提出

報告書の受理

実績報告書の提出

額確定通知の受理

請求書の提出

補助金の受領

海田町役場
(建築営繕室)

建築士事務所
又は建築業者

交付申請書の提出

交付決定通知書の受理

報告書の受理

実績報告書の提出

額確定通知の受理

請求書の提出

補助金の受領

・実績報告書の受付
・内容の審査

・請求書の受理
・補助金の支払処理

【耐震診断補助金】

【耐震改修・耐震シェルター・現地建替え・非現地建替え・除却補助金】

補助金の申し込み
をされる方

補助金の申し込み
をされる方

・耐震化設計，工事，
　工事監理の可否を確認
・耐震診断の実施
・耐震化設計の実施

・工事，工事監理の実施
・工事報告書の作成
・工事監理報告書の作成
・依頼主への工事引渡し

・補助対象条件の確認や事前相談

・交付申請書の受付
・内容の審査

耐震化工事・工事監理の契約

・耐震診断の実施
・診断結果報告書の作成
・依頼主への診断結果の説明

・実績報告書の受付
・内容の審査

・請求書の受理
・補助金の支払処理

＜手続きフローチャート＞

耐震診断の契約

・交付申請書の受付
・内容の審査

・補助対象条件の確認や事前相談
・「木造住宅耐震診断資格者」の問い合わせ

※町から交付決定を受ける前に契約・着手している耐震診断・耐震化は受け付けできません。 


